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2018年 2019年 2020年 2022年 2024年

診療報酬本体 +0.55% ＋0.41% +0.55% ＋0.43%
※1-4を除く改定分:

+0.23％

＋0.88%
※1-３を除く改定分:

+0.46％

医 科 +0.63% ＋0.48% +0.53% +0.26% +0.52% ※４

歯 科 +0.69% ＋0.57% +0.59% +0.29% +0.57%  ※４

調 剤 +0.19% ＋0.12% +0.16% +0.08% +0.16%  ※４

薬価等

薬 価 ▲1.65%
うち、実勢価等改定

▲１．３６％
薬価制度の抜本改革

▲０．２９％

▲0.51%
うち、消費税対応分

+０．４２％
実勢価改定等

▲０．９３％

▲0.99％
うち、実勢価等改定

＋０．４３％
市場拡大再算定の見直
し等 ▲０．０１％

▲1.35％
うち、実勢価等改定

▲１．４４％
不妊治療の保険適用の
ための特例的な対応

＋０．０９％

▲0.97％

材料価格 ▲0.09% ＋0.03%
うち、実勢価等改定

＋０．０６％
市場拡大再算定の見直
し等 ▲０．０２％

▲0.02%
うち、実勢価等改定

＋０．０１％

▲0.02% ▲0.02%

※1 医療関係職種の賃上げ対応 ＋０．６１％
※2入院時の食費基準額の引き上げ（１食当たり 30 円）の対応 ＋０．０６ ％
※3生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲０．２５％

※4 40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置分
＋０．28％程度を含む

※いわゆる薬価の中間年改定の見直しは省略しています。

❶

❷



医療従事者の賃上げの概要について

※1 医療関係職種の賃上げ対応 ＋０．６１％

病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師そ
の他の医療関係職種の賃上げのための特例的な対応

【対象職種】

薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚
士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査
技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育
士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事
務作業補助者、その他医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。）

※4 40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、
歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置分 ＋０．28％

40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等
で従事する者の賃上げに資する措置

【対象職種】

40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、
事務職員、歯科技工所等で従事する者 等

薬局はこちら

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬の概要_調剤（2024/3/5版）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

❶
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調剤基本料と諸加算の評価について

具体的な内容：
６．１月あたりの処方箋の交付が平均 4000回を超える医療機関が、当該医療機関の交付する処方箋によ
る調剤の割合が９割を超える薬局と不動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評価を見直
す。

調剤基本料 地域支援体制加算 連携強化加算
後発医薬品

調剤体制加算

１ ＋３ ▲7 ＋３ ー

２ ＋３ ▲7 ＋３ ー

３イ ＋３ ▲7 ＋３ ー

３ロ ＋３ ▲7 ＋３ ー

３ハ ＋３ ▲7 ＋３ ー

特別A ▲２ 評価1/10へ （＋３） 評価1/10へ

特別B ▲４ 算定不可へ ー 算定不可へ

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について （2024/3/5）概要をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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 物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応

 全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応

 医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現

 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

改定に当たっての基本認識

改定の基本的視点と具体的方向性

(1) 現下の雇用情勢を踏まえた人材確保・働き方改革等の推進 【重点課題】

【具体的な方向性の例】

○ 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組

○ 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング／
タスク・シフティング、チーム医療の推進

○ 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改
善に向けての取組の評価

○ 地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた見直し
を含め、必要な救急医療体制等の確保

○ 多様な働き方を踏まえた評価の拡充

○ 医療人材及び医療資源の偏在への対応

(3) 安心・安全で質の高い医療の推進

【具体的方向性の例】

○ 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応

○ 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価

○ アウトカムにも着目した評価の推進

○ 重点的な対応が求められる分野への適切な評価（小児医療、周産期医療、救急医療）

○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進

○ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推
進

○ 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心

から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価

○ 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品

供給拠点としての役割の評価を推進

○ 医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等

(4) 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

【具体的方向性の例】

○ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等

○ 費用対効果評価制度の活用 ○市場実勢価格を踏まえた適正な評価

○ 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進（再掲）

○ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価（再掲）

○ 外来医療の機能分化・強化等（再掲）

○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進
（再掲）

○ 医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

○ 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給
拠点としての役割の評価を推進（再掲）

(2) ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含め
た医療機能の分化・強化、連携の推進

【具体的方向性の例】

○ 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進

○ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組

○ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進

○ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価

○ 外来医療の機能分化・強化等

○ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組

○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価

○ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

参考：厚生労働省_社会保障審議会医療部会（2023/12/11）_令和6年度診療報酬改定の基本方針を基に作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187434_00004.html
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地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し
 調剤基本料の評価の見直し

• 地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を
進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から調剤基本料の引上げ

• 調剤基本料２の算定対象拡大による適正化（１月における処方箋の受付回
数が4,000 回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位３の保険医療機関に
係る処方箋による調剤の割合の合計が７割を超える薬局）

 かかりつけ機能に係る薬局の評価（地域支援体制加算）の見直し
• 薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から要件を強化
• 他の体制評価に係る評価を踏まえた点数の見直し

 新興感染症等に対応できる薬局の評価（連携強化加算）の見直し
• 改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた見直し

 医療DXの推進
• 医療DXに対応する体制（電子処方箋、マイナ保険料利用率、電子カルテ情
報共有サービス、電子薬歴等）を確保している場合の評価を新設

 その他の見直し
• 特別調剤基本料の区分新設（いわゆる同一敷地内薬局、調剤基本料の届
出がない薬局に区別）

• いわゆる同一敷地内薬局の評価見直し

かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し
 かかりつけ薬剤師業務の評価の見直し

• 休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能とする見直し
• かかりつけ薬剤師と連携して対応する薬剤師の範囲見直し（複数名可）
• かかりつけ薬剤師指導料等を算定している患者に対して吸入指導を実施した場
合の評価、調剤後のフォローアップ業務の評価が算定可能となるよう見直し

 調剤後のフォローアップ業務の推進
• 糖尿病患者の対象薬剤拡大（インスリン製剤等→糖尿病薬）
• 慢性心不全患者へのフォローアップの評価を新設

 医療・介護の多職種への情報提供の評価
• 介護支援専門員に対する情報提供の評価を新設
• リフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供の評価を明確化

 メリハリをつけた服薬指導の評価
• ハイリスク薬の服薬指導（特定薬剤管理指導加算１）における算定対象とな
る時点等の見直し

• 特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合における評価（特定
薬剤管理指導加算３）を新設（①医薬品リスク管理計画に基づく説明資材
の活用等の安全性に関する特段の情報提供の場合、②長期収載品の選定療
養、供給不足による医薬品の変更の説明をした場合の評価）

 調剤業務に係る評価（自家製剤加算）の見直し
• 嚥下困難者用製剤加算を廃止し飲みやすくするための製剤上の調製を行った
場合の評価を、自家製剤加算での評価に一本化

• 供給不足によりやむを得ず錠剤を粉砕等する場合でも加算が算定できるよう見
直し

質の高い在宅業務の推進
 在宅業務に係る体制評価

• ターミナルケア、小児在宅医療に対応した訪問薬剤管理指導の体制を整備して
いる薬局の評価を新設

 ターミナル期の患者への対応に係る評価充実
• 医療用麻薬を注射で投与されている患者を月８回の定期訪問ができる対象に
追加（介護報酬も同様の対応）

• ターミナル期の患者の緊急訪問の回数を月４回から原則月８回に見直し
• ターミナル期の患者を夜間・休日・深夜に緊急訪問した場合の評価新設
• 医療用麻薬の注射剤を希釈しないで無菌調製した場合の評価追加

 在宅患者への薬学的管理及び指導の評価の拡充
• 処方箋交付前の処方提案に基づく処方変更に係る評価新設
• 退院直後などの計画的な訪問が始まる前に患家を訪問して多職種と連携した薬
学的管理・指導を行った場合の評価新設

 高齢者施設の薬学的管理の充実
• ①ショートステイの利用者への対応、②介護医療院、介護老人保健施設の患者
に対して処方箋が交付された場合の対応の評価新設（服薬管理指導料３）

• 施設入所時等に服薬支援が必要な患者に指導等を行った場合の評価新設

参考：厚生労働省_令和６年度診療報酬改定の概要【調剤】（2024/3/6）https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001218915.pdf
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調剤報酬の体系（令和6年改定後）

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について （2024/3/1）【参考資料4】をもとに作成 https://secure.nippon-pa.org/mail/img/4260.pdf
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調剤
基本料

施設基準

点数
後発医薬品
調剤数量
50％以下
減算※２

①～③いずれかに該当する場合
①かかりつけ業務の不足※１

②妥結率50％以下
③妥結書未報告の薬局

１
調剤基本料２、３ｰイ、3ｰロ、3ｰハ､特別調剤基本料以外
（医療資源の少ない地域にある薬局は、処方箋集中率の状況等によらず、調剤基本料１） 42点 21点

-５点

２

次のいずれかに該当
①処方箋受付回数が月4,000回超＋処方箋集中率70％超
②処方箋受付回数が月2,000回超＋処方箋集中率85％超
③処方箋受付回数が月1,800回超～2,000回以下＋処方箋集中率95％超
④医療モール内の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超 など

26点 13点

３

イ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が
月3.5万回超４万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率95％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有
月４万回超40万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

21点 11点

ロ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局が
300軒以上で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超
②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

16点 ８点

ハ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局が
300軒以上で、処方箋集中率85％以下
（調剤基本料２、３のロ、特別調剤基本料に該当する場合は除く）

32点 16点

特別
調剤
基本料

次のいずれかに該当
①保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係：有＋処方箋集中率70％超
（いわゆる敷地内薬局等を想定）
②地方厚生局に調剤基本料に係る届出を行わなかった場合

7点 －

※1 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除く。
※2 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除き、後発医薬品の規格単位数量の割合が５割以下の薬局（処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く）、も

しくは、後発医薬品の規格単位数量の報告していない薬局に該当した薬局。
※3 同一グループ薬局は、当該薬局にとっての、①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④①～③とフランチャイズ契約を締結している会社が該当。

改定前の評価

赤字：2022年診療報酬改定での変更箇所

社内資料
医薬政策課作成

10

調剤
基本料 施設基準

点数 後発医薬
品

調剤数量

50％以下
減算※２

①～③いずれかに該当する場合
①かかりつけ業務の不足※１

②妥結率50％以下
③妥結書未報告の薬局

１
調剤基本料２、３ｰイ、３ｰロ、３ｰハ､特別調剤基本料A及びB以外
（医療資源の少ない地域にある薬局は、処方箋集中率の状況等によらず、調剤基本料１） 45点 23点

-５点

２

次のいずれかに該当
①処方箋受付回数が月4,000回超＋1月の処方箋の受付回数が多い上位３の
集中率合計が70％超
②処方箋受付回数が月2,000回超＋処方箋集中率85％超
③処方箋受付回数が月1,800回超～2,000回以下＋処方箋集中率95％超
④1軒の処方箋受付回数が月4,000回超（医療モール内の医療機関は合算）

29点 15点

３

イ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が
月3.5万回超４万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率95％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有
月４万回超40万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

24点 12点

ロ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局
が300軒以上で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

19点 10点

ハ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局
が300軒以上で、処方箋集中率85％以下
（調剤基本料２、３のロ、特別調剤基本料A及びBに該当する場合は除く）

35点 18点

特別
調剤
基本
料

A
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係：有＋処方箋集中率50％超
（いわゆる敷地内薬局等を想定） 5点 3点

B 地方厚生局に調剤基本料に係る届出を行わなかった場合 3点 －

※1 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除く。
※2 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除き、後発医薬品の規格単位数量の割合が５割以下の薬局（処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く）、も

しくは、後発医薬品の規格単位数量の報告していない薬局に該当した薬局。
※3 同一グループ薬局は、当該薬局にとっての、①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④①～③とフランチャイズ契約を締結している会社が該当。

改定後の評価

赤字・青字：2024年診療報酬改定での変更箇所



社内資料
医薬政策課作成

11

調剤
基本料 施設基準

点数 後発医薬
品

調剤数量

50％以下
減算※２

①～③いずれかに該当する場合
①かかりつけ業務の不足※１

②妥結率50％以下
③妥結書未報告の薬局

１
調剤基本料２、３ｰイ、３ｰロ、３ｰハ､特別調剤基本料A及びB以外
（医療資源の少ない地域にある薬局は、処方箋集中率の状況等によらず、調剤基本料１） 45点 23点

-５点

２

次のいずれかに該当
①処方箋受付回数が月4,000回超＋1月の処方箋の受付回数が多い上位３の
集中率合計が70％超
②処方箋受付回数が月2,000回超＋処方箋集中率85％超
③処方箋受付回数が月1,800回超～2,000回以下＋処方箋集中率95％超
④1軒の処方箋受付回数が月4,000回超（医療モール内の医療機関は合算）

29点 15点

３

イ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が
月3.5万回超４万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率95％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有
月４万回超40万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

24点 12点

ロ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局
が300軒以上で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

19点 10点

ハ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局
が300軒以上で、処方箋集中率85％以下
（調剤基本料２、３のロ、特別調剤基本料A及びBに該当する場合は除く）

35点 18点

特別
調剤
基本
料

A
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係：有＋処方箋集中率50％超
（いわゆる敷地内薬局等を想定） 5点 3点

B 地方厚生局に調剤基本料に係る届出を行わなかった場合 3点 －

※1 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除く。
※2 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除き、後発医薬品の規格単位数量の割合が５割以下の薬局（処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く）、も

しくは、後発医薬品の規格単位数量の報告していない薬局に該当した薬局。
※3 同一グループ薬局は、当該薬局にとっての、①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④①～③とフランチャイズ契約を締結している会社が該当。

改定後の評価

赤字・青字：2024年診療報酬改定での変更箇所

❷
実質的な増点

実質的な減点

処方箋受付回数について、「特定の医療機関」から「上位3

の医療機関の合計」に見直される

調剤
基本料

施設基準

２

次のいずれかに該当
①処方箋受付回数が月4,000回超＋1月の処方箋の受付回数が多い上位３の集中率合計が70％超
②処方箋受付回数が月2,000回超＋処方箋集中率85％超
③処方箋受付回数が月1,800回超～2,000回以下＋処方箋集中率95％超
④1軒の処方箋受付回数が月4,000回超（医療モール内の医療機関は合算）

12

参考：調剤基本料２の範囲拡大について

参考：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2024/1/26） https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197890.pdf

メディカルスクエア等（①）への対応は定義づけが難しく、医療モールへの対応④（1軒の考え方
（医療モール内の医療機関は合算））を変更せず、①の集中率のカウント軒数で対処された

④ 1軒の受付回数が多い時の制限 ① 受付回数が多い時

線引きが容易 線引きが難しい



社内資料
医薬政策課作成

13

調剤
基本料 施設基準

点数 後発医薬
品

調剤数量

50％以下
減算※２

①～③いずれかに該当する場合
①かかりつけ業務の不足※１

②妥結率50％以下
③妥結書未報告の薬局

１
調剤基本料２、３ｰイ、３ｰロ、３ｰハ､特別調剤基本料A及びB以外
（医療資源の少ない地域にある薬局は、処方箋集中率の状況等によらず、調剤基本料１） 45点 23点

-５点

２

次のいずれかに該当
①処方箋受付回数が月4,000回超＋1月の処方箋の受付回数が多い上位３の
集中率合計が70％超
②処方箋受付回数が月2,000回超＋処方箋集中率85％超
③処方箋受付回数が月1,800回超～2,000回以下＋処方箋集中率95％超
④1軒の処方箋受付回数が月4,000回超（医療モール内の医療機関は合算）

29点 15点

３

イ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が
月3.5万回超４万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率95％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有
月４万回超40万回以下で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

24点 12点

ロ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局
が300軒以上で、次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超 ②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

19点 10点

ハ

同一グループ薬局※3による処方箋受付回数が月40万回超又は、グループの保険薬局
が300軒以上で、処方箋集中率85％以下
（調剤基本料２、３のロ、特別調剤基本料A及びBに該当する場合は除く）

35点 18点

特別
調剤
基本
料

A
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係：有＋処方箋集中率50％超
（いわゆる敷地内薬局等を想定） 5点 3点

B 地方厚生局に調剤基本料に係る届出を行わなかった場合 3点 －

※1 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除く。
※2 処方箋の受付回数が１月に600回以下の薬局を除き、後発医薬品の規格単位数量の割合が５割以下の薬局（処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く）、も

しくは、後発医薬品の規格単位数量の報告していない薬局に該当した薬局。
※3 同一グループ薬局は、当該薬局にとっての、①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④①～③とフランチャイズ契約を締結している会社が該当。

改定後の評価

赤字・青字：2024年診療報酬改定での変更箇所

❷
実質的な増点

処方箋受付回数について、「特定の医療機関」から「上位3

の医療機関の合計」に見直される

14

特別調剤基本料Ａ、Ｂについて

• 地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、連携強化加算
100分の80に相当する点数

• 服薬情報等提供料 特別な関係にある医療機関への提供は算定対象外

• 地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、在宅薬学総合体制加算（新設）
⇒100分の10に相当する点数

• 連携強化加算
⇒特別な関係を有する医療機関が感染対策向上加算等の届出医療機関の場合は届出不可

• 特別な関係を有する医療機関への情報提供は算定不可等
（特定薬剤管理指導加算２、吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料２、外来服薬支援料１、服薬情報等提
供料、調剤後薬剤管理指導料（新設））

• 使用薬剤料：1処方につき７種類以上の内服薬（特に規定するものを除く。）の調剤を
行った場合は所定点数の100分の90に相当する点数

• 調剤基本料の諸加算 算定不可
• 薬学管理料の各算定項目 算定不可
• 使用薬剤料：1処方につき７種類以上の内服薬（特に規定するものを除く。）の調剤を
行った場合は所定点数の100分の90に相当する点数
参考：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2024/1/26） https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197890.pdf

特別調剤基本料A いわゆる敷地内薬局（集中率50％超） ・・・要届出

特別調剤基本料B 未届出の薬局

特別調剤基本料 いわゆる敷地内薬局（集中率70％超）及び未届出の薬局



加算１ 260点
加算２ 200点
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参考：いわゆる敷地内薬局に関連する医科点数表の見直し

 処方箋料（敷地内薬局に関する評価の見直し）
• １月あたりの処方箋の交付が平均 4000回を超える医療機関が、当該医療機関の交付する処方箋
による調剤の割合が９割を超える薬局と不動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評
価を見直す。

 総合入院体制加算（新たな特別な関係は算定不可に）
• 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和６年３月31

日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がないもの
とみなすこと。

処方箋料 ※（）内は改定前

1 20点（28点） ⇒18点
2 32点（40点） ⇒29点
3 60点（68点） ⇒42点

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について（2024/3/5）厚生労働省告示第57号をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

社内資料
医薬政策課作成

妥結報告書が変わります。

医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン（改訂版）

卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項 （抜粋）
（１）早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進

○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目について単品単価交渉とすることとし、契
約に当たっては、単品ごとの価格を明示した覚書を利用する等により行うこと。

○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価格交渉の段階から個々の医薬品の価
値を踏まえた単品単価交渉を行うことを基本とし、前年度より単品単価交渉の範囲を拡大していく
こと。

○ 「医薬品の安定供給」を確保する観点から、特に医療上の必要性の高い医薬品として基礎的医薬
品、安定確保医薬品（カテゴリーＡ）、不採算品再算定品、血液製剤、麻薬、覚醒剤及び覚醒
剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交
渉とすること。

（２）医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁止
（３）頻繁な価格交渉の改善

当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこととし、変更を行うのは期中で薬価改定（再算定等）
があるなど医薬品の価値に変動がある場合とすること。

次頁へ続く

16

調剤基本料の減算について

参考：医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン（2024/３/1）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000861022.pdf

医療用医薬品の適正な流通取引が行われる環境を整備するため、流通改善ガイドライン（改訂版）
を踏まえ、取引に係る状況の報告や、流通改善に関する取組状況について求めることになります。
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医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン（改訂版）

流通当事者間で共通して留意する事項 （抜粋）
（１）返品の扱い

○ 特に、以下に該当する医薬品の返品は、卸売業者及び保険医療機関・保険薬局等とも互いに慎
むこと。

① 厳格な温度管理を要する医薬品の返品
② 有効期限を経過した医薬品の返品
③ 開封された医薬品の返品
④ 汚損、破損した医薬品の返品
⑤ 卸売業者と保険医療機関・保険薬局等との契約により「返品不能」と指定されている

医薬品の返品
⑥ その他、価値、安全性等が棄損されている又はそのおそれがあると合理的に認められる

医薬品の返品
⑦ 在庫調整を目的とした医薬品の返品

17

調剤基本料の減算について

参考：医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン（2024/３/1）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000861022.pdf

社内資料
医薬政策課作成

18

地域支援体制加算を届出していない薬局の状況

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

• 届け出ていない薬局のうち、実施できている割合が低い要件としては、24時間調剤、在宅対
応体制の整備、保健医療・福祉サービス担当者との連携等であった。

■地域支援体制加算を届出していない薬局の体制要件の実施状況（n=447）

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤
師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）
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基本的な考え方：
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について、要件
及び評価の見直しを行う。

具体的な内容：
１．薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から、薬局の体制に係る評価体系の在り方を
見直し、地域支援体制加算の要件を強化する。

２．夜間・休日対応について、輪番制等の周囲の薬局と連携した体制でも引き続き可能とするとともに、地
域の住民や医療・介護等の関係者が地域の体制を把握できるよう、行政機関や薬剤師会を通じて地域に
おける夜間・休日の対応状況を公表・周知するよう見直す。

19

地域支援体制加算について

改定前

加算対象 点数

地域支援体制加算1 調剤基本料1を算定する薬局 39点

地域支援体制加算2 調剤基本料1を算定する薬局 47点

地域支援体制加算3 調剤基本料1以外を算定する薬局 17点

地域支援体制加算4 調剤基本料1以外を算定する薬局 39点

改定後

点数

32点

40点

10点

32点

※ 特別調剤基本料を算定する薬局は、80/100 ※ 特別調剤基本料Aを算定する薬局は10/100

特別調剤基本料Bを算定する場合、算定不可

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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地域支援体制加算について

【地域支援体制加算の施設基準】

（1） 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

（2） 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導
を行っている

（3） 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提
供している

（4）一定時間以上の開局

（5）十分な数の医薬品の備蓄、周知

（6） 薬学的管理・指標の体制整備、在宅に係る体制の情報
提供

（7） 24時間調剤、在宅対応体制の整備

（8） 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連
携体制

（9） 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

（10）医療安全に資する取組実績の報告

（11）集中率85％超の薬局は、後発品の調剤割合50％以上

（1） 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

（2） 地域における医薬品等の供給拠点としての体制

（3） 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等
の対応

（4） 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制

（5） 医療安全に関する取組の実施

（6） かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理
料に係る届出

（7） 管理薬剤師の要件

（8） 患者ごとに調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱い
の注意に関し必要な指導

（9） 研修計画の作成、学会発表等の推奨

（10）患者のプライバシーに配慮した体制

（11）地域医療に関連する取組の実施

改定前 改定後

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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地域支援体制加算について

（１）地域医療に貢献する体制を有することを示す実績 の実績要件

参考：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2024/1/26） https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197890.pdf

❶は、施設基準の（２）
❷は、施設基準の（４）
❸は、施設基準の（６）へ
❹❺は、施設基準（１）の新しい実績要件へ

❶ 麻薬小売業者の免許を取得
❷ 在宅薬剤管理の実績 24回以上
❸ かかりつけ薬剤師等に係る届出
❹ 服薬情報等提供料の実績 12回以上
❺ 多職種と連携する会議への出席 １回以上

社内資料
医薬政策課作成

（１）地域医療に貢献する体制を有することを示す実績項目 加算１・２ 加算３・４

① 夜間・休日の対応実績 40回以上 400回以上

② 麻薬の調剤実績 1回以上 10回以上

③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 20回以上 40回以上

④ かかりつけ薬剤指導料等の実績 20回以上 40回以上

⑤ 外来服薬支援料１の実績 1回以上 12回以上

⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 1回以上

⑦ 単一建物診療患者が一人の在宅薬剤管理の実績 24回以上

⑧ 服薬情報等提供料の実績 30回以上 30回以上 60回以上

⑨ 小児特定加算の実績 １回以上 1回以上

⑩ 多職種と連携する会議への出席 １回以上 １回以上 5回以上

22

地域支援体制加算について

経過措置：令和6年5月31日時点で当該加算を算定している薬局は令和6年8月31日まで基準を満たしているものとする。

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

※⑩は、保険薬局あたりの１年間あたりの実績。⑩以外は、処方箋受付1万回あたりの年間回数

調剤基本料１の薬局

加算１：④を含む3項目以上を満たす

加算２：8項目以上を満たす

調剤基本料１以外の薬局

加算３：④及び⑦を含む3項目以上を満たす

加算４：8項目以上を満たす
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地域支援体制加算の実績要件

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）
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地域支援体制加算について

【地域支援体制加算の施設基準】

（1） 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

（2） 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導
を行っている

（3） 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提
供している

（4）一定時間以上の開局

（5）十分な数の医薬品の備蓄、周知

（6） 薬学的管理・指標の体制整備、在宅に係る体制の情報
提供

（7） 24時間調剤、在宅対応体制の整備

（8） 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連
携体制

（9） 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

（10）医療安全に資する取組実績の報告

（11）集中率85％超の薬局は、後発品の調剤割合50％以上

（1） 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

（2） 地域における医薬品等の供給拠点としての体制

（3） 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等
の対応

（4） 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制

（5） 医療安全に関する取組の実施

（6） かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理
料に係る届出

（7） 管理薬剤師の要件

（8） 患者ごとに調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱い
の注意に関し必要な指導

（9） 研修計画の作成、学会発表等の推奨

（10）患者のプライバシーに配慮した体制

（11）地域医療に関連する取組の実施

改定前 改定後

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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地域支援体制加算について

実績項目以外に見直される施設基準について

追加されたもの
• 地域に対して在庫状況の共有、医薬品の融通（同一グループ除く）
• 麻薬小売業者の免許を取得
• （保険薬局当たり直近1年間の）在宅薬剤管理の実績24回以上※
• かかりつけ薬剤師等に係る届出※
• 要指導医薬品の取り扱い（健康サポート薬局の届出要件である48薬効群）
• 緊急避妊薬の備蓄及び適切に対応し、調剤を行う体制
• 敷地内禁煙
• たばこの販売禁止（併設する医薬品店舗販売業の店舗含む）

見直されたもの
• 集中率85％超の薬局における後発品調剤割合50％⇒70％
• 24時間調剤⇒休日、夜間を含む開局時間外（救急体制に伴う輪番制含む）
• 開局時間外における調剤・在宅体制の周知

（自ら・薬剤師会）⇒（自局及びグループ薬局・行政機関又は薬剤師会）

旧実績項目❶～❸

紫字：令和6年8月31日まで経過措置

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

※は地域支援体制加算４のみ経過措置が設定

（11）地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。（抜粋）

ア 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一
般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着
目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に
応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最
低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に
応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、
健康サポート薬局（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律施行規則第１条第２項第５号で規定する薬局）の届出要件とされて
いる48薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医
療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載
されているものであること。

地域支援体制加算の施設基準（11）について

• 要指導医薬品（健康サポート薬局の届出要件４８薬効群（PMDA掲載品））選択できるよう？備
蓄）

PMDAのHP

上段
一般用・要指導

経過措置
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参考：薬生発0212第５号（2016年２月12日）_医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197890.pdf
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かぜ薬(内用)

解熱鎮痛薬

催眠鎮静薬

眠気防止薬

鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む。)

小児鎮静薬(小児五疳薬等)

その他の精神神経用薬

ヒスタミンＨ２受容体拮抗剤含有薬

制酸薬

健胃薬

整腸薬

制酸・健胃・消化・整腸を２以上標榜するもの

胃腸鎮痛鎮けい薬

止瀉薬

瀉下薬(下剤)

浣腸薬

強心薬(センソ含有製剤等)

動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)

その他の循環器・血液用薬

鎮咳去痰薬

含嗽薬

内用痔疾用剤、外用痔疾用剤

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ビタミン主薬製剤、ビタミン A 主薬製剤、ビタミン D 主薬製剤、
ビタミン E 主薬製剤、ビタミン B1 主薬製剤、ビタミン B2 主薬製剤、
ビタミンB6 主薬製剤、ビタミン C 主薬製剤、ビタミン AD 主薬製剤、
ビタミン B2B6主薬製剤、ビタミン EC 主薬製剤、
ビタミンB1B6B12 主薬製剤、ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等）、
カルシウム主薬製剤、タンパク・アミノ酸主薬製剤
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参考：健康サポート薬局の届出要件である48薬効群について

その他の滋養強壮保健薬

婦人薬

その他の女性用薬

抗ヒスタミン薬主薬製剤

その他のアレルギー用薬

殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)

しもやけ・あかぎれ用薬

化膿性疾患用薬

鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)

みずむし・たむし用薬

皮膚軟化薬(吸出しを含む)

毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)

その他の外皮用薬

一般点眼薬、人工涙液、洗眼薬

抗菌性点眼薬

アレルギー用点眼薬

鼻炎用内服薬、鼻炎用点鼻薬

口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)

口内炎用薬

歯痛・歯槽膿漏薬

禁煙補助剤

漢方製剤等

消毒薬

殺虫薬

参考：厚生労働省_第582回中医協総会（2024/1/31）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
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参考：緊急避妊薬に関する取扱いについて

参考：厚生労働省_緊急避妊に係る取組について（2019/11/21）緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する取組について（依頼）をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html

オンライン診療に伴う緊急
避妊薬の調剤

対面診療
（院外処方箋）

対面診療
（院内処方箋）

服薬指導の
対象となる処方箋

オンライン診療に伴う処方箋 院外処方箋 院内処方箋

処方箋の取り扱い

医療機関から患者の希望す
る薬局に対し処方箋情報を
FAX等により送付。
その後、処方箋原本を医療
機関から薬局に郵送。

院外処方箋 院内処方箋

薬剤の服用
薬剤師の面前で服用 特に決まりなし 多くは医師の面前で服

用

服薬指導を行う
薬剤師

研修を修了している薬剤師 取り決め無し 取り決め無し
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地域支援体制加算について

参考：厚生労働省_賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー（2024/2/16）令和６年度診療報酬改定と賃上げについてをもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
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調剤基本料等の届出時期・経過措置

１．施設基準における届出時期（調剤基本料、地域支援体制加算等）

（従来）

前年3月1日～当年2月末までの実績（当年４月の最初の開庁日までに届出、当年４月１日からの算定可能）

（今後）

前年5月1日～当年4月末までの実績（当年６月の最初の開庁日までに届出、当年６月１日からの算定可能）

※令和６年度の施行前（4月・5月）における取扱い

令和６年３月末までの区分で引き続き算定可能です。（区分の変更がある場合は届出が必要です。）

２．地域支援体制加算の経過措置、令和６年度における届出時期

• 令和６年６月１日より新たな施設基準に基づき算定する場合は、令和５年５月１日～令和６年４月末まで
の期間の実績に基づく届出が必要です。

• 新たに追加・変更となった基準等については、令和６年８月末まで経過措置が適用されます。（５月末時点の
区分による算定が８月末まで可能）

• 上記の経過措置を適用する薬局は、9月以降の算定のためには、令和５年８月１日～令和６年７月末までの
期間に基づく実績の届出が必要です。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について （2024/3/5）概要をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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基本的な考え方：
薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、第二種協定指定医療機関の
指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、要件及び評価を見直す。

具体的な内容：
連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評
価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。

31

改定後

連携強化加算

５点

連携強化加算について

改定前

連携強化加算

２点

改定による変更点

 地域支援体制加算の届出の要件が無くなります。

 都道府県知事が認定する「第二種協定指定医療機関」の指定が必要です。

（令和6年12月31日まで経過措置有り）

 オンライン服薬指導を実施する体制が求められます。

 特別調剤基本料Aを算定する薬局は、特別な関係にある医療機関が感染対策向上加算、外来感染対
策向上加算を届出ている場合は、算定できません。

 特別調剤基本料Ｂを算定する薬局は当該加算を算定できません。
参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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連携強化加算について

連携強化加算に関する施設基準の概要

（１）都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備されてい
ること。

ア 当該保険薬局の保険薬剤師に対し、感染症について研修の実施もしくは外部の機関が実施する研
修への参加（年１回以上）

イ 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供に当たっての訓練の実施もしくは外部の機関が実施
する訓練への当該保険薬局の保険薬剤師の参加（年１回以上）

ウ 都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者等に対して、調剤、オンライン又は訪問による服薬指
導、薬剤等の交付（配送による対応を含。）等の対応を行う体制整備（新型インフルエンザ等感染
症等の発生が公表されている期間）

エ 個人防護具の備蓄

オ 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品（検査キット）の提供、
マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制の整備、提供

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について（2024/3/5）保医発0305第６号をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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連携強化加算について

（２）災害の発生時等において他の保険薬局等（同一薬局グループ以外の薬局を含む。）との連携に係
る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害の発生時等に薬局機能の維持及び自治体からの要請に応じ、避難所・救護所等における人員
派遣等の協力等の体制整備

イ 災害の被災状況に応じた医薬品の供給や衛生管理の対応を習得する研修の実施もしくは地域の協
議会、研修若しくは訓練等の参加計画の作成・実施（協議会、研修又は訓練等には、年１回程度
参加が望ましい）

ウ 災害の発生時等において、地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又
は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び
在宅業務に対応できる体制の整備

（３）災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及
び同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイトにて広く周知

（４）災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等
の作成、当該保険薬局の職員への共有

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について（2024/3/5）保医発0305第６号をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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連携強化加算について

（５）情報通信機器を用いた服薬指導を行うために以下の体制が整備されていること。

ア 「オンライン服薬指導の実施要領について」（令和４年９月 30 日付け薬生発 0930 第１号）の
別添（以下「オンライン服薬指導の実施要領」という。）の第４の（４）に基づく、必要な通信環境
の確保

イ オンライン服薬指導の実施要領の第４の（５）に基づく、薬局内の保険薬剤師に対する研修の実施

ウ 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の参照及び「「薬局における
サイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル
～薬局・事業者向け～」等について」（令和５年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第２号・医薬
総発 1013 第１号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知）
の別添１、別添２及び別添４の活用等による、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般につ
いて適切な対応の実施

（６）要指導医薬品及び一般用医薬品を販売（健康サポート薬局の届出要件とされている 48薬効群
を参考）及び新型インフルエンザ等感染症等の発生時に必要となる様々な種類の医薬品及び検査
キット（体外診断用医薬品）の取り扱い

連携強化加算の施設基準に関する留意点

１の（３）について、単に厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧にリンクを張ったのみでは、行政
機関又は薬剤師会等が情報提供していることには該当しない。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について（2024/3/5）保医発0305第６号をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について （2024/3/5）概要をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について （2024/3/5）概要をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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後発医薬品調剤体制加算について

後発医薬品調剤体制加算について、評価・区分とも変更はありませんでした。
※特別調剤基本料がA・Bを算定している薬局に関する部分は変更されています。

改定前 改定後

後発医薬品調剤体制加算３ 90％以上 30点 90％以上 30点

後発医薬品調剤体制加算２ 85％以上 28点 85％以上 28点

後発医薬品調剤体制加算１ 80％以上 21点 80％以上 21点

（ご注意）届出には３か月の実績が必要です
特別調剤基本料Aを算定する薬局の場合は10/100

特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定不可

改定前 改定後

調剤基本料の減算規定 50％以下 -5点 50％以下 -5点

【調剤基本料に係る減算規定】 変更なし
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定につ
いても、評価や対象範囲の変更はありませんでした。

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

（参考）
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参考：後発医薬品の使用に関する評価の一覧（令和6年度診療報酬改定）

後発医薬品使用体制加算
【病院、有床診療所】※1

改定前 改定後

１ 90％以上 47点 90％以上 87点

２ 85％以上 42点 85％以上 82点

３ 75％以上 37点 75％以上 77点

外来後発医薬品使用体制加算
【診療所（院内処方）】

改定前 改定後

１ 90％以上 5点 90％以上 8点

２ 85％以上 4点 85％以上 7点

３ 75％以上 2点 75％以上 5点

後発医薬品調剤体制加算※3

【調剤薬局】

改定前 改定後

３ 90％以上 30点 90％以上 30点

２ 85％以上 28点 85％以上 28点

１ 80％以上 21点 80％以上 21点

加
算

調剤基本料の減算規定
【後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局】※4

改定前 改定後

対象となる数量割合 50％以下 50％以下

減算点数 －5点 －5点

減
算

一般名処方加算
【医療機関（院外処方）】

一般名処方された品目数（１処方当たり）

１ 全て※2 10点

２ １品以上 8点

赤字：令和6年度診療報酬改定における改定箇所

※1 一部除く
※2 後発医薬品が存在する全ての医薬品（2

品目以上）が一般名で処方された場合
※3 特別調剤基本料Aを算定する薬局の場合、

10/100に相当する点数。特別調剤基本料
Bを算定する薬局は算定できない。

※4 一部除く
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基本的な考え方：
悪性腫瘍以外の患者も含むターミナル期の患者に対する薬剤の提供を含む適切な薬学的管理のニーズの
増加に対応するため、薬剤師が行う訪問薬剤管理指導を充実する観点から、医療用麻薬等の提供体制、
急変時の夜間・休日における対応等を含めた在宅患者（緊急）訪問薬剤管理指導について、要件及び評
価を見直す。

具体的な内容：
１．調剤基本料について、麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十
分行うための体制整備や実績に基づく薬局の評価を新設する。

２．在宅患者調剤加算を廃止する。
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在宅薬学総合体制加算について

新 設

（新） 在宅薬学総合体制加算
イ 在宅薬学総合体制加算１ 15点
ロ 在宅薬学総合体制加算２ 50点

［算定要件］

• 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体
制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費
若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提出する処方箋を受け付け
て調剤を行った場合に算定できる。

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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在宅薬学総合体制加算１の施設基準
以下の❶～❼を満たす
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在宅薬学総合体制加算について

在宅薬学総合体制加算１

❶ 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

❷

在宅患者薬学管理（※）の合計回数24回以
上（情報通信機器を用いた場合の算定回数を
除く）
（同一グループ薬局に対して業務を実施した場合以外に
おける在宅協力薬局との連携を含む）

❸
開局時間外における在宅業務体制の整備
（在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法
を講じる場合も含む）

❹ ❸等に係る体制の周知

❺
研修実施計画書の作成、在宅業務に関する研
修（認知症・緩和医療・ターミナルケア）及び学
会等への参加

❻ 医療材料及び衛生材料の供給体制

❼ 麻薬小売業者の免許

在宅薬学総合体制加算２

①

注射薬１品目以上含む６品目以上の医療用
麻薬の備蓄・交付・指導かつ無菌室、クリーンベ
ンチ又は安全キャビネットの設備の保有

②
直近１年間に在宅薬学管理の乳幼児加算及び
小児特定加算の合計算定回数６回以上

③
２名以上の保険薬剤師の勤務による、開局時
間中における常態としての調剤応需の体制

④
直近１年間にかかりつけ薬剤師指導料等の合計
算定回数24回以上

⑤
高度管理医療機器の販売業の許可を受
けていること

在宅薬学総合体制加算２の施設基準
在宅薬学総合管理加算１の施設基準

＋
以下の①又は②を満たし、かつ③～⑤を満たす

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

※ここでいう在宅患者薬学管理とは以下を示す
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料
介護保険における居宅療養管理指導費
介護予防居宅療養管理指導費 等
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在宅患者調剤加算 在宅薬学総合体制加算

直近１年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患
者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指
導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理
指導費についての算定回数（ただし、いずれも情報通信機
器を用いた場合の算定回数を除く。）の合計が計 24 回
以上であること（在宅協力薬局として連携した場合（同一
グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。）及び
同等の業務を行った場合を含む。）。なお、「同等の業務」
とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者１
人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤
管理指導業務を行った場合を含む。

在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在
宅患者訪問薬剤管理指導料（在宅患者オンライン薬剤管
理指導料を除く。第92において同じ。）、在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導料（在宅患者緊急オンライン薬剤管理指
導料を除く。第92において同じ。）、在宅患者緊急時等共
同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以
上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した
場合や同等の業務を行った場合を含めることができる（同一
グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。）。なお、
「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定
される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った
訪問薬剤管理指導業務を含む。この場合において、保険薬
局当たりの直近１年間の実績とする。

41

参考：在宅患者調剤加算と在宅薬学総合体制加算の違い

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

在宅患者調剤加算 在宅薬学総合体制加算１

点数 15点 15点

在宅患者訪問薬剤管理
指導の届出

要 要

在宅薬学管理の実績

届出時の直近1年間の算定回数10回以上
在宅患者訪問薬剤管理指導料
（在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く）
居宅療養管理指導費
介護予防居宅療養管理指導費

直近１年間の算定回数24回以上
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料
居宅療養管理指導費
介護予防居宅療養管理指導費
（情報通信機器を用いた場合を除く。）
（在宅協力薬局として連携した場合（同
一グループ薬局に対して業務を実施した場
合を除く。）及び同等の業務を行った場合
を含む。）。

開局時間以外の体制整備 要 要

体制の周知
要

（地方公共団体、保険医療機関及び福祉関
係者等）

要
（地域の行政機関、保険医療機関、訪
問看護ステーション及び福祉関係者等）

研修の体制整備 要 要

医療材料等の提供体制 要 要

麻薬小売免許 要 要

社内資料
医薬政策課作成

基本的な考え方：
オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療DXの推進に関す
る工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整
備を進めることとされていることを踏まえ、医療DXを推進する体制について、新たな評価を行う。

具体的な内容：
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、
電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体
制を確保している場合の評価を新設する。

42

医療DX推進体制整備加算について

新 設

（新） 医療DX推進体制整備加算（調剤基本料） （月１回） ４点
※ 特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定不可

［施設基準の概要］
（1）オンライン請求の実施
（2）オンライン資格確認を導入
（3）マイナンバーカードの健康保険証利用で得た薬剤情報を活用し、調剤できる体制
（4）電子処方箋の導入 （令和7年3月31日まで経過措置）
（5）電子調剤録及び電子薬歴の導入
（6）電子カルテ情報共有サービスの導入・活用 （令和7年9月30日まで経過措置）
（7）マイナンバーカードの健康保険証利用について一定程度の実績 （令和6年10月1日から適用）
（8）医療DXの体制に関する事項及び活用して調剤を行うこと等について薬局内への掲示
（9）（8）の事項について原則ウェブサイトへの掲載 （令和7年5月31日まで経過措置）
(10) サイバー攻撃を含めたセキュリティ全般について適切な対応を行う体制の整備

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について（2024/3/5）保医発0305第６号をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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出典：医療機関等向けポータルサイト_電子処方箋管理サービス等関係補助金の申請について（2024/12/6）
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040
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出典：厚生労働省_社会保障審議会医療保険部会（2024/1/19）資料1 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
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目次

1. 調剤基本料等について
2. 薬剤調製料について

 嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について
 無菌製剤処理加算について

3. 調剤管理料について
4. 服薬管理指導料について
5. かかりつけ薬剤師指導料について
6. 外来服薬支援料について
7. 調剤後薬剤管理指導料について
8. 在宅患者訪問薬剤管理指導料について
9. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について
10.服薬情報等提供料について
11.在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について
12.在宅移行初期管理料について
13.使用薬剤料について
14.長期収載品の保険給付のあり方
15.その他
16.居宅療養管理指導費等について（介護報酬）
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嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について

薬剤調製料における薬剤調製行為の評価を整理する観点から、嚥下困難者用製剤加算に係
る評価を廃止して、飲みやすくするための製剤上の調製を行った場合の評価を自家製剤加算に
おける算定のみとする。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定の概要（調剤）（2024/3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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基本的な考え方：
医療用麻薬の持続皮下投与では医療用麻薬を希釈せず原液で投与する実態があることを踏まえ、これらの
無菌製剤処理に係る業務が評価できるよう、無菌製剤処理加算について、評価を見直す。

具体的な内容：
医療用麻薬を希釈せず原液のまま注入器等に無菌的に調製した場合について、無菌製剤処理加算の評
価の対象範囲に加える。

47

無菌製剤処理加算について

改定後

無菌製剤処理加算

（イ）中心静脈栄養法輸液 69点
（6歳未満の乳幼児の場合 137点）

（ロ）抗悪性腫瘍剤 79点
（6歳未満の乳幼児の場合 147点）

（ハ）麻薬 69点
（6歳未満の乳幼児の場合 137点）

改定前

無菌製剤処理加算

中心静脈栄養法輸液 69点
（6歳未満の乳幼児の場合 137点）

抗悪性腫瘍剤 79点
（6歳未満の乳幼児の場合 147点）

麻薬 69点
（6歳未満の乳幼児の場合 137点）

改定による変更点
 麻薬の無菌製剤処理に関し、麻薬を含む2以上の注射薬を混合して（生理食塩水等での希釈を含
む。）無菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合を含む

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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目次

1. 調剤基本料等について
2. 薬剤調製料について
3. 調剤管理料について

 重複投薬・相互作用等防止加算について
 医療情報取得加算について
 休日・深夜加算について

4. 服薬管理指導料について
5. かかりつけ薬剤師指導料について
6. 外来服薬支援料について
7. 調剤後薬剤管理指導料について
8. 在宅患者訪問薬剤管理指導料について
9. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について
10.服薬情報等提供料について
11.在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について
12.在宅移行初期管理料について
13.使用薬剤料について
14.長期収載品の保険給付のあり方
15.その他
16.居宅療養管理指導費等について（介護報酬）
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基本的な考え方：
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服
薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見
直す。

具体的な内容：
４．調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算について、薬剤師から処方医への照会により残薬調整に係る
処方変更がなされた場合の評価を見直すとともに、薬剤師が調剤時に薬剤服用歴や医薬品リスク管理計画等の
情報に基づき薬学的分析及び評価を行うことを算定要件に加える。

49

重複投薬・相互作用等防止加算について

改定後

重複投薬・相互作用等防止加算

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点

ロ 残薬調整に係るものの場合 20点

改定前

重複投薬・相互作用等防止加算

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点

ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

改定による変更点
 重複投薬・相互作用等防止加算の『残薬調整に係るものの場合』の点数の見直し
 調剤管理料の算定要件に『患者又はその家族等から収集した情報等を基に薬学的分析及び評価を行っ
た上で、患者ごとに必要な薬学的管理を行った場合に算定できる」旨を明記

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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基本的な考え方：
保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認
に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見
直す。

具体的な内容：
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化
されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価
へ、評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す。

50

医療情報取得加算について

改定後

医療情報取得加算 （調剤管理料）

医療情報取得加算１
（６月に１回） ３点

医療情報取得加算２
（６月に１回） １点

改定前

医療情報・システム基盤整備体制充実加算
（調剤管理料）

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１
（６月に１回） ３点

医療情報・システム基盤整備体制充実加算２
（６月に１回） １点

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

変更点
 施設基準に薬局内への掲示事項の原則ウェブサイトへの掲載が追加

（令和７年５月31日まで経過措置）
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参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬の概要_調剤をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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個別改定項目Ⅲ-8-③

休日・深夜加算の見直し

52

基本的な考え方：
地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていく観点から、夜
間・休日対応を含めた、薬局における体制に係る評価を見直す。

具体的な内容：
閉局時間のうち休日及び深夜における薬局での対応について、コロナ禍における地域の行政機関からの要
請を受けて対応した実態も踏まえ、薬局の休日・深夜の業務に係る評価の明確化を行う。

休日・深夜加算について

改定前 改定後

【調剤技術料の時間外加算等】
［算定要件］
ア～オ （略）
カ 休日加算
(ｲ) （略）
(ﾛ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開
局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者に
ついては算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環
として設けられている施設、又は輪番制による休日当
番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の
確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局
で調剤を受けた患者

【調剤技術料の時間外加算等】
［算定要件］
ア～オ （略）
カ 休日加算
(ｲ) （略）
(ﾛ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。な
お、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休
日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受
けた患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、以下に掲げる場合におい
て休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局
の場合、輪番制による休日当番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請
を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html



社内資料
医薬政策課作成

53

改定前 改定後

② 略

キ 深夜加算
(ｲ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、

①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間
帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患
者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環とし
て設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険
薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のため
に調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた
患者

② （略）
(ﾛ) （略）

② 略

キ 深夜加算
(ｲ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、

①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間
帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患
者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、以下に掲げる場合において深
夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場
合、輪番制による深夜当番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受
けて深夜に開局して調剤を行う保険薬局の場合

② （略）
(ﾛ) （略）

休日・深夜加算について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

• 「等」、「客観的な実施」を削除。一方で、感染症対応等で地方自治体の要請を受けている場合が追加
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 服薬管理指導料について
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基本的な考え方：
介護保険施設における適切な薬剤提供や服薬管理等を推進するため、短期入所を含めた介護老人福祉
施設入所者に係る薬学管理の評価を見直す。

具体的な内容：
１．服薬管理指導料３の対象患者について、短期入所生活介護（ショートステイ）等の利用者が含まれる
ことを明確化する。

２．介護医療院又は介護老人保健施設に入所中の患者に対して、当該介護老人保険施設等の医師以
外の医師が、専門的な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に、応需した保険薬局
の薬剤師が訪問して施設職員と連携しつつ服薬指導等を実施した場合に、服薬管理指導料３を算定で
きることとする。

３．服薬管理指導料３について、算定回数の上限を設ける。

55

服薬管理指導料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

改定による変更点
・ 対象患者に、ショートステイ等の利用者が含まれることが明確化されます。
・ 介護医療院または介護老人保健施設入所中の患者に対して、当該施設以外の医師が処方箋を発行し
た場合に服薬管理指導料３を算定できます。

・ 算定回数の上限が設けられます。（月４回まで）

社内資料
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56

高齢者施設における調剤報酬の取扱いの見直し

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定の概要（調剤）（2024/3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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特定薬剤管理指導加算1の評価の見直し（ハイリスク薬の指導）

改定後

特定薬剤管理指導加算１

イ特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方さ
れた患者に対して必要な指導を行った場合

10点

ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は
用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化
等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った
場合

５点

改定前

特定薬剤管理指導加算１

10点

※ かかりつけ薬剤師指導料の注３についても同様

特定薬剤管理指導加算１について、ハイリスク薬等の特に重点的な服薬指導が必要な場合に
おける業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化する。

［主な算定要件］
(１) 「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
(２) 「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。

ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
イ患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

(３) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。こ
の場合において、当該加算は処方箋受付１回につきそれぞれ１回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合
であっても、重複して算定することはできない。

(４) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載す
ること。 なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができ
るが、この場合 において、特に指導が必要と判断した理由と指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定の概要（調剤）（2024/3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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出典：厚生労働省_第568回中央社会保険医療協議会総会（2023/11/29）総-2 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
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基本的な考え方：
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服
薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見
直す。

具体的な内容：
３．服薬指導を行う際に、特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合として、①特に安全性
に関する情報活用が必要となる、医薬品リスク管理計画に基づく説明資料を活用する場合及び緊急安全
性情報等の医薬品の安全性に関する情報を提供する場合、②長期収載品の保険給付の在り方の見直し
として導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合等、患
者に対してより丁寧な説明を実施する必要がある場合において、必要な指導・情報提供を行った際に、１
回に限り、服薬管理指導料の加算として新たな評価を行う。

59

特定薬剤管理指導加算について

新 設

特定薬剤管理指導加算３ （当該品目に関して最初に処方された１回限り） ５点

以下の場合に算定ができます。

イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業
者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合

ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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特定薬剤管理指導加算について

 薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、重点的な服薬指導が必要と認め、必要
な説明及び指導を行ったときに患者１人につき当該医薬品に関して最初に処方された１回に限り算定

 「イ」とは、以下の場合

• ＲＭＰの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り
患者又はその家族等に対し、ＲＭＰに基づきＲＭＰに係る情報提供資材を活用し、副作用、併
用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合

• 処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合に、安全性に係
る情報について提供及び十分な指導を行った場合

 「ロ」とは、以下の場合

• 後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、
選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合

• 医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保
できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要とな
る患者に対して説明を行った場合（調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できな
かった薬剤名とともに確保できなかったやむを得ない事情を記載）

 対象となる医薬品が複数処方されている場合、処方箋受付１回につきそれぞれ１回に限り算定。また複
数の項目に該当する場合であっても、重複しての算定は不可。

 それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導１及び特定薬剤管理指導加算２を算定可

 患者又はその家族等に対して行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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出典：厚生労働省_第568回中央社会保険医療協議会総会（2023/11/29）総-2 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
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服薬管理指導料の特例（かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場
合）について

基本的な考え方：
服薬情報の一元的・継続的把握の推進の観点から、同一薬局の利用をさらに進めるため、かかりつけ薬剤
師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に係る要件につい
て見直す。

具体的な内容：
かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に
おける要件について、１名までの保険薬剤師に限るとする規定を見直し、当該保険薬局における常勤の保
険薬剤師（かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準を満たす薬剤師）であれば複数人でも患者にあらかじ
め同意を得ることで特例を算定可能とする。

改定による変更点
 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の人数制限が緩和（１人⇒複数）
 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件が追加

• 週32時間以上の勤務（育児・介護休業法の措置による時短勤務の場合は週24時間以上かつ週４日）

• 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得
• 医療に係る地域活動の取り組みに参画

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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目次
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2. 薬剤調製料について
3. 調剤管理料について
4. 服薬管理指導料について
5. かかりつけ薬剤師指導料について
6. 外来服薬支援料について
7. 調剤後薬剤管理指導料について
8. 在宅患者訪問薬剤管理指導料について
9. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について
10.服薬情報等提供料について
11.在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について
12.在宅移行初期管理料について
13.使用薬剤料について
14.長期収載品の保険給付のあり方
15.その他
16.居宅療養管理指導費等について（介護報酬）
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基本的な考え方：
かかりつけ薬剤師の業務を推進するため、かかりつけ薬剤師指導料と個別に評価されている薬学的管理の
業務、算定している薬剤師の業務実態等を踏まえ、かかりつけ薬剤師が算定できる評価とともに、かかりつけ
薬剤師としての要件を見直す。

具体的な内容：
１．かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の薬剤師としての24 時間対応に係る要件
について、休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能となるよう薬剤師の勤務状況や
患者への対応実態に合わせて見直しを行う。

２．吸入薬に係る情報提供、服薬指導は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の内容とは異なることから、か
かりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対して吸入指導を実施した場合でも吸入指導加算を算定可
能とする。
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かかりつけ薬剤師指導料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

改定による変更点
 かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対して吸入薬指導加算（3月に１回30点）を算定可
 かかりつけ薬剤師の夜間・休日対応に関する要件の緩和
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改定前 改定後

【かかりつけ薬剤師指導料】
［算定要件］
注１～７ （略）
（新設）

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導
等を行う。
ア～ウ （略）

（新設）

エ 患者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連
絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。こ
の場合において、当該薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の
保険薬剤師が相談等に対応する場合があるときは、その旨
を患者にあらかじめ説明するとともに、当該保険薬剤師の連
絡先を患者に伝えることにより、当該薬局の別の保険薬剤
師が対応しても差し支えない。

【かかりつけ薬剤師指導料】
［算定要件］
注１～７ （略）
８ 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投
薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族
等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を
得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬
学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な
情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算とし
て、３月に１回に限り30点を所定点数に加算する。

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導
等を行う。
ア～ウ （略）
エ 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、
当該薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。

オ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をと
り、開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつ
け薬剤師が相談に対応することとするが、当該薬局のかかり
つけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応する場
合があるときは、当該薬局の別の保険薬剤師が対応しても
差し支えない。また、やむを得ない事由により、患者からの電
話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速
やかに折り返して連絡することができる体制とすること。なお、
自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっ
ては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備
されていることが望ましい。

かかりつけ薬剤指導料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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出典：厚生労働省_第562回中央社会保険医療協議会総会（2023/11/08）総-3 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
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参考：厚生労働省_第562回中央社会保険医療協議会総会（2023/11/08）総-3 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html

調剤後薬
剤管理指
導料

〇〇
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外来服薬支援料２ 施設連携加算（新設）
（新）外来服薬支援料２ 施設連携加算 ５０点（月に１回に限り）

［主な算定要件］

（１）当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬管理の支援を行うことが必
要な以下の場合に限り、外来服薬支援料２に加えて算定する。
ア地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用している薬剤が多く、入所後
の服薬管理について当該施設職員と協働した服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合

イ新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、これまでの服薬管理とは異
なる方法等での服薬支援が必要と薬剤師が認めた場合

ウ 患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職員からの相談に基づき薬
剤師が当該患者の服薬状況等の確認を行った結果、これまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必
要と薬剤師が認めた場合

（３） 当該保険薬局が調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤
等の調剤済みの薬剤も含めて一包化等の調製を行うこと。

（４）当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生活の状態を薬剤師自らが直接確認し、
薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体
調の変化（副作用が疑われる症状など）、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支
援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する確認等を行った上で実施すること。

（５）単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対して服薬の支援・管理に
関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定の概要（調剤）（2024/3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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外来服薬支援料について（施設連携加算の新設）

留意事項通知より

（１）施設連携加算は、保険薬剤師が患者の入所している地域密着型介護老人福祉施設又は介護老
人福祉施設を訪問し、当該施設職員と協働して、日常の服薬管理が容易になるよう薬学的観点か
ら支援や指導等を実施することを評価するものである。

（２）当該患者又はその家族等の同意を得て、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得
た上で実施すること。

（３）当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬管理の支
援を行うことが必要な以下のいずれかの場合に限り、外来服薬支援料２に加えて算定することとし、
該当する理由について、調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用している薬剤が
多く、入所後の服薬管理について当該施設職員と協働した服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場
合

イ 新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、これまでの服薬管
理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合

ウ 患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職員からの相
談に基づき保険薬剤師が当該患者の服薬状況等の確認を行った結果、これまでの服薬管理とは異な
る方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合

（４）日常の服薬管理が容易になるような支援については、当該保険薬局が調剤した薬剤以外に他の保
険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済みの薬剤も含めて一
包化等の調製を行うこと。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について（2024/3/5）保医発0305第４号をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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外来服薬支援料について（施設連携加算の新設）

（５）（１）の当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生活の状態を
保険薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、
投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状など）、重複服
用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支援・管理を行う上で留意すべき事項
等に関する確認等を行った上で実施すること。また、実施した内容の要点を薬剤服用歴等に記載する
こと。

（６）単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対して服薬
の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について（2024/3/5）保医発0305第４号をもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
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糖尿病患者の調剤後フォローアップの見直し

現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について、対象となる糖尿病薬の範囲を拡大し、医
療機関と薬局が連携して糖尿病患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価体系を見直し、当該
加算を調剤後薬剤管理指導料として新設する。

（新）調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合 60点（月に１回）

［対象保険薬局］地域支援体制加算を届け出ている保険薬局
［対象患者］糖尿病用剤を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病用剤が処方されたもの又は糖尿病

用剤の用法・用量の変更があったもの
［算定要件］
①医師の指示等及び患者等の求めに応じて、②調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について
患者に確認する等、必要な薬学的管理指導

③その結果等を保険医療機関に文書により情報提供を行った場合に算定する。

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定の概要（調剤）（2024/3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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慢性心不全患者の調剤後フォローアップの評価の新設

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について、対象患者を慢性心不全患者に拡大し、医
療機関と薬局が連携して慢性心不全患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価体系を見直し、
当該加算を調剤後薬剤管理指導料として新設する。

（新）調剤後薬剤管理指導料
2 慢性心不全患者に対して行った場合 60点（月に１回）

［対象保険薬局］地域支援体制加算を届け出ている保険薬局
［対象患者］心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者

［参考］関連するガイドライン※に記載されている治療薬
・アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤（ARB)/アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤
・β1受容体遮断薬
・ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬（MRA)

・ナトリウム・ブドウ糖共輸送担体2（SGLT2）阻害薬
・アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI） 等
※出典：「急性期・慢性心不全ガイドライン」（2021年日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン フォーカスアップデート版）

［算定要件］
①医師の指示等及び患者等の求めに応じて、
②調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管
理指導

③その結果等を保険医療機関に文書により情報提供を行った場合に算定する。



社内資料
医薬政策課作成

75

出典：厚生労働省_第562回中央社会保険医療協議会総会（2023/11/08）総-3 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
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基本的な考え方：
悪性腫瘍以外の患者も含むターミナル期の患者に対する薬剤の提供を含む適切な薬学的管理のニーズの
増加に対応するため、薬剤師が行う訪問薬剤管理指導を充実する観点から、医療用麻薬等の提供体制、
急変時の夜間・休日における対応等を含めた在宅患者（緊急）訪問薬剤管理指導について、要件及び評
価を見直す。

具体的な内容：
３．在宅患者訪問薬剤管理指導料について、注射による麻薬の投与が必要な患者に対する定期訪問の上
限回数を週２回かつ月８回までに見直す。

４．調剤基本料の届出を行っていない薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料を算定できないものとする。

77

在宅患者訪問薬剤管理指導料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

月８回の算定が可能となる対象に、注射に
よる麻薬を投与するがん以外の患者を追加

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定の概要（調剤）（2024/3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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基本的な考え方：
感染症に係る対応として、薬局が自宅・宿泊療養者等の患者に対して行う服薬指導・薬剤交付について、
新たな評価を行う。

具体的な内容：
新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が訪問して薬剤交
付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１を算定できることとする。

79

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について

改定前 算定対象 点数

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１ 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変 500点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２ 上記以外の場合 200点

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合 59点

改定後 算定対象 点数

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料１ ①計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変

500点②新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対し、訪問して薬
剤交付・服薬指導を行った場合※

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料２ 上記以外の場合 200点

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合

59点新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対し、情報通信機器
を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合※

※ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料は算定不可

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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基本的な考え方：
悪性腫瘍以外の患者も含むターミナル期の患者に対する薬剤の提供を含む適切な薬学的管理のニーズの
増加に対応するため、薬剤師が行う訪問薬剤管理指導を充実する観点から、医療用麻薬等の提供体制、
急変時の夜間・休日における対応等を含めた在宅患者（緊急）訪問薬剤管理指導について、要件及び評
価を見直す。

具体的な内容：
５．在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の緊急訪問の回数上限について、末期の悪性腫瘍や注射による
麻薬の投与が必要な患者の場合は、現行の月４回から原則として月８回に見直す。

６．末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の医師の指示に基づいた緊急訪
問について、休日や夜間・深夜に実施した場合の加算を設ける。

80

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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改定前 改定後

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
注１１及び２について、訪問薬剤管理指導を実施している保険

薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在
宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当
該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に
患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、
１と２を合わせて月４回に限り算定する。ただし、情報通信
機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算
定する。

注２～８ （略）
（新設）

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
［算定要件］
注１ １及び２について、訪問薬剤管理指導を実施している保険

薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在
宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機
関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当
該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に
患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、
１と２を合わせて月４回（末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月
８回）に限り算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要
な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オ
ンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。ただし、区
分番号００に掲げる調剤基本料の注２に規定する特別調
剤基本料Ｂを算定する保険薬局は、算定できない。
２～８ （略）
９ １について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の
投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間
以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要
な薬学的管理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。

イ 夜間訪問加算 400点
ロ 休日訪問加算 600点
ハ 深夜訪問加算 1000点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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出典：厚生労働省_第568回中医協総会（2023/11/29）総-3 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
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基本的な考え方：
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服
薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見
直す。

具体的な内容：
５．保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現
行の評価体系を改正し、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新たに評価する
とともに、薬剤師が必要性を認めて行う情報提供の評価を見直す。

84

服薬情報等提供料について

改定後

【服薬情報等提供料】

服薬情報等提供料１ 30点

服薬情報等提供料２
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により
提供した場合 20点

ロ リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必
要な情報を文書により提供した場合 20点

ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書によ
り提供した場合 20点

服薬情報等提供料３ 50点

改定前

【服薬情報等提供料】

服薬情報等提供料１ 30点

服薬情報等提供料２ 20点

服薬情報等提供料３ 50点

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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服薬情報等提供料について

情報提供の契機 情報提供先 算定回数 情報提供の内容等

服薬情報等提供料１ 医療機関からの求め 医療機関 月1回 • 医療機関から求めがあった場合の残薬や副
作用に関する情報

服薬情報等提供料２ 患者、その家族等の求め 患者、その家族等 都度 • 緊急安全性情報等の患者の服薬期間中に
新たに知り得た情報

• 服薬状況の確認及び必要な情報

薬剤師が必要性を認めた場合 医療機関 月1回 • 患者の服用薬及び服薬状況等（薬剤師が
情報提供の必要性を認めた場合）

服薬情報等提供料３ 医療機関からの求め 医療機関 3月に１回 • 入院予定の患者の服薬情報等

情報提供の契機 情報提供先 算定回数 情報提供の内容等

服薬情報等提供料１ 医療機関からの求め 医療機関 月1回 • 医療機関から求めがあった場合の残薬や副
作用に関する情報

服薬情報等提供料２ 薬剤師が必要性を認めた場合 医療機関 月1回 • 患者の服用薬及び服薬状況等

介護支援専門員 月1回 • 患者の服用薬及び服薬状況等

服薬情報等提供料３ 医療機関からの求め 医療機関 3月に1回 • 入院予定の患者の服薬情報等

改定前

改定後

参考：厚生労働省_第582回中医協総会（2024/1/31）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html

× × ×
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介護支援専門員への情報提供について

介護支援専門員への情報提供に当たっては、「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガ
イド」（令和 ４・５年度厚生労働科学研究費補助金 長寿科学政策研究事業 薬学的視点を踏まえた自
立支援・重度化防止推進のた めの研究）等を参照されたい。また、介護支援専門員への情報提供について
は、「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」別添の報告書様式及び薬学的評価
シートを参考にすること。

服薬情報等提供料２ハ

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬の概要_調剤（2024/3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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基本的な考え方：
在宅医療において、薬剤師が医療・介護の多職種と連携しつつ、質の高い薬学管理を推進するため、退院
後の在宅訪問を開始する移行期における薬学的管理、医師等との連携による処方内容の調整、介護関係
者に対する服用薬等に係る情報提供等について、新たな評価を行う。

具体的な内容：
２．在宅医療において、薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等により医師等の多職種と患
者情報を共有する環境等において、薬剤師が医師に対して処方提案を行い、当該提案が反映された処方
箋を受け付けた場合の評価を設けるとともに、残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直す。

88

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について

改定後

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止化管理料】

１ 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、
処方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 20点

２ 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方
内容を相談し、処方に係る提案が反映された
処方箋を受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 20点

改定前

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止化管理料】

１ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点

２ 残薬調整に係るものの場合 30点

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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改定前 改定後

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
［算定要件］
注１ 区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導
料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患
者に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作
用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処
方に変更が行われた場合は、処方箋受付１回につき所
定点数を算定する。

２ （略）

(1) （略）
（新設）

(2) 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内
容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変
更が行われた場合に算定する。
ア 併用薬との重複投薬（薬理作用が類似する場合を含
む。）

イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
［算定要件］
注１ 区分番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導
料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患
者に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作
用の防止等の目的で、処方医に対して処方箋の処方内
容に係る照会又は患者へ処方箋を交付する前に処方内
容に係る提案を行った結果、処方に変更が行われた場合
に、処方箋受付１回につき所定点数を算定する。

２ （略）

(1) （略）
(2) 受け付けた処方箋の処方内容について処方医に対して
連絡・確認を行い、処方に変更が行われた場合には「１」
を算定し、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処
方に係る提案を行い、当該提案に基づく処方内容の処
方箋を受け付けた場合には「２」を算定する。

(3) 「１」のイ及び「２」のイにおける「残薬調整に係るもの以
外の場合」とは、次に掲げる内容である。

ア 併用薬との重複投薬（薬理作用が類似する場合を含
む。）

イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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改定前 改定後

(3) 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処
方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた
場合に算定する。

(4) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象と
なる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要
点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。

（新設）

(5) （略）

(4) 「残薬調整に係るものの場合」は、残薬に関し、受け付
けた処方箋について処方医に対して連絡・確認を行い、
処方の変更が行われた場合には「１」の「ロ」を算定し、処
方箋の交付前に処方医への残薬に関連する処方に係る
提案を行い、当該提案が反映された処方箋を受け付け
た場合には「２」の「ロ」を算定する。なお、当該加算を算
定する場合においては、残薬が生じる理由を分析するとと
もに、必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。

(5) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象と
なる事項について、受け付けた処方箋に基づき実施した
場合は、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更
内容を薬剤服用歴等に記載する。

(6) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象と
なる事項について、患者へ処方箋を交付する前に処方内
容に係る提案を実施した場合は、処方箋の交付前に
行った処方医への処方提案の内容（具体的な処方変
更の内容、提案に至るまでに検討した薬学的内容及び
理由等）の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に記載
する。この場合において、医療従事者間のICTを活用した
服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処
方提案等の行為を行った日時が記録され、必要に応じて
これらの内容を随時確認できることが望ましい。

(7) （略）

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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出典：厚生労働省_第568回中央社会保険医療協議会総会（2023/11/29）総-3 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
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在宅移行初期管理料について

新 設

（新） 在宅移行初期管理料 （１回に限り）230点

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

退院直後など、計画的に実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で患家を訪問し、多職種と連携し
て今後の訪問薬剤管理指導のための服薬状況の確認や薬剤の管理等の必要な指導等を実施した場
合の評価を新設。

社内資料
医薬政策課作成

［主な算定要件］

（１）在宅での療養へ移行が予定されている通院が困難な患者であって、服薬管理に係る支援が必要な
ものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局
の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等と連携して、
在宅療養を開始するに当たり必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、当該患者において 区分
番号１５に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料（単一建物診療患者が１人の場合）その他厚
生労働大臣が定める費用を算定した初回算定日の属する月に１回に限り算定する。

（２）在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保険薬剤師
が患家を訪問して特に重点的な服薬支援を行う必要性があると判断したものを対象とする。

ア 認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法第
56 条の６第２項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、６歳未満の乳幼児、末期のがん
患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者。

イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費
（いずれも単一建物診療患者が１人の場合に限る。）に係る医師の指示のある患者。

（３）実施した薬学的管理及び指導の内容等について薬剤服用歴等に記載し、必要に応じて、薬学的
管理指導計画書を作成・見直しすること。また、 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師
及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員に対して必要な情報提供を文書で行うこと。なお、こ
の場合の文書での情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。

（４）在宅移行初期管理料を算定した日には、区分番号１４の２に掲げる外来服薬支援料１は算定で
きない。

（５）在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の負担とする。

（６）～（11）（略）

94

在宅移行初期管理料について

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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出典：厚生労働省_第568回中央社会保険医療協議会総会（2023/11/29）総-3 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
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薬局薬剤師の介護支援専門員との連携の推進

介護

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬の概要_調剤（2024年3/5）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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薬局における訪問薬剤管理指導業務（調剤報酬）（１）

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について （2024/3/1）【参考資料4】をもとに作成 https://secure.nippon-pa.org/mail/img/4260.pdf
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薬局における訪問薬剤管理指導業務（調剤報酬）（２）

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬改定について （2024/3/1）【参考資料4】をもとに作成 https://secure.nippon-pa.org/mail/img/4260.pdf

1
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参考：厚生労働省_賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー（2024/2/16）令和６年度診療報酬改定と賃上げについてをもとに作成
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html

在宅業務に関する調剤報酬改定の概要

社内資料
医薬政策課作成

100

目次

1. 調剤基本料等について
2. 薬剤調製料について
3. 調剤管理料について
4. 服薬管理指導料について
5. かかりつけ薬剤師指導料について
6. 外来服薬支援料について
7. 調剤後薬剤管理指導料について
8. 在宅患者訪問薬剤管理指導料について
9. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について
10.服薬情報等提供料について
11.在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料について
12.在宅移行初期管理料について
13.使用薬剤料について
14.長期収載品の保険給付のあり方
15.その他
16.居宅療養管理指導費等について（介護報酬）



社内資料
医薬政策課作成

101

改定前 改定後

【使用薬剤料】
(1) 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から
患者へ貸与する。
ただし、患者が希望する場合には、患者から実費を徴収
して容器を交付しても差し支えないが、患者が当該容器
を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるもの
については当該実費を返還する。
（略）

【使用薬剤料】
(1) 投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実

費を徴収できる。
（略）

投薬用の容器に関する取扱いの見直し

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

• 衛生上の理由等から容器を返還した場合の実費の返還が廃止となります。

衛生上の理由もあり、ほとんど、
再利用されていませんでした。

出典：令和４年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」
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長期収載品（後発品のある先発品）等の保険給付の在り方について

参考：厚生労働省_第582回中医協総会（2024/1/31）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html

基本的な考え方：
医療保険財政の中で、イノベーションを推進する観点から、長期収載品について、保険給付の在り方の見直
しを行うこととし、選定療養の仕組みを導入する。

具体的な内容：
１．長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後
５年以上経過したもの又は後発医薬品の置換率が50％以上となった長期収載品を対象に、後発医薬品
の最高価格帯との価格差の４分の３までを保険給付の対象とする。

２．医療上の必要性があると認められる場合（例：医療上の必要性により医師が銘柄名処方（後発品へ
の変更不可）をした場合）や、後発医薬品を提供することが困難な場合（例：薬局に後発医薬品の在
庫が無い場合）については、選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする。

３. 長期収載品は、準先発品を含むこととし、バイオ医薬品は対象外とする。また、後発医薬品への置換率
が極めて低い場合（置換率が１％未満）である長期収載品は、上市後５年以上経過したものであっても、
後発医薬品を提供することが困難な場合に該当することから、対象外とする。

４．あわせて、次のような対応を行う。
・ 長期収載品の投与に係る特別の料金その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の
見やすい場所に掲示しなければならないものとする。
・ 医療上の必要性があると認められる場合について、処方等の段階で明確になるよう、処方箋様式を改正
する。

［施行日等］
令和６年10 月１日から施行・適用する。
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長期収載品（後発品のある先発品）等の選定療養のポイント

対象となる長期収載品

 後発医薬品の上市後５年以上経過したもの（置換率が１％未満の品目は除外）
 後発医薬品の置換率が 50％以上となったもの
 長期収載品には準先発品を含む。バイオ医薬品は対象外

自己負担

 後発医薬品と先発医薬品の価格差の４分の１を追加で負担

対象から除外するケース

 医療上の必要性があると認められる場合
例：医療上の必要性により医師が銘柄名処方（後発品への変更不可）をした場合

 後発医薬品を提供することが困難な場合
例：薬局に後発医薬品の在庫が無い場合

その他

 本年10月1日より施行・適用
 「特定薬剤管理指導加算３ 5点」が新設
 処方箋様式の見直し
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長期収載品 〇〇錠10mg １錠 薬価 100円

後発品A □□錠10mg「TW」 １錠 薬価 60円

後発品B □□錠10mg「B」 １錠 薬価 60円

後発品C □□錠10mg「C」 １錠 薬価 40円

後発品D □□錠10mg「D」 １錠 薬価 18円

後発品E □□錠10mg「E」 １錠 薬価 18円

105

長期収載品の保険給付の在り方について

参考：厚生労働省_第582回中医協総会（2024/1/31）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html

患者の自己負担の金額

• 対象の先発品と最高価格帯の後発品との価格差の４分の１

（後発品の中での）

最高価格帯
60円

（イメージ図）

長期収載品の価格（100円）－ 後発品の最高価格（60円）＝ 40円
40円の４分の１となる10円が選定療養分の自己負担額となる。
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長期収載品の保険給付の在り方について

シミュレーション（３割負担の患者が選定療養を利用したケース）

50円

薬価
400円

選定
療養

自己負担
120円

自己負担
60円

後発品 長期収載品

保険
140円

保険
280円

薬価
200円

薬価
400円

価格差
200円

現 行

保険外
併用

療養費

245円
（保険）

自己負担
105円

350円

患者自己負担の計算方法※
① 長期収載品の薬価－後発医薬品の薬価
の４分の１

（選定療養の患者自己負担金額）

（400円－200円）×1/4＝50円

② 保険給付の対象となる金額

400円－50円＝350円

③ 患者の保険に係る自己負担

350円×0.3＝105円

④ 選定療養における消費税

50円×0.1＝５円

⑤ 患者自己負担額の合計
（選定療養＋保険負担分＋消費税）

50円＋105円+5円＝160円

※ あくまでシミュレーションであり、今後の議論や制度等によ
り金額が変わることもございます。

選定療養負担は、
薬価制度ではないので
外税(消費税）+5円

長期収載品

選定療養
負担
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参考：処方箋様式の変更について

「患者希望」の欄

個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医
薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断し
た場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医
署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望を
踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に
「レ」又は「×」を記載すること。
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基本的な考え方：
医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推進する観点から、施設基準の届
出及びレセプト請求に係る事務等を見直すとともに、施設基準の届出の電子化を推進する。

具体的な内容：
１．施設基準の届出について、１つの施設基準につき複数の届出様式の提出を求めているものの様式の統
廃合及び必要以上に添付書類を求めている施設基準の添付書類の省略化などを行う。

２．レセプトの摘要欄に記載を求めている事項のうち、レセプトに記載されている情報等から確認できるもの、
必要以上の記載項目と考えられるものについて、見直しを行い、医療機関・薬局のレセプト作成に係る事務
負担軽減を図る。

３．施設基準の届出について、現在紙で届け出ることとされている施設基準について電子的な届出を可能に
することで、医療機関・薬局 の届出業務の効率化を行う。

109

②医療機関・薬局における事務等の簡素化・効率化
Ⅰ－３ 業務の効率化に資する ICTの利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価

参考：厚生労働省_第582回中医協総会（2024/1/31）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
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基本的な考え方：
医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、第８次医療計画における二次医療
圏の見直しの予定等を踏まえ、対象となる地域を見直す。

具体的な内容：
医療資源の少ない地域について、第８次医療計画における二次医療圏の見直しの予定に対応するとともに、
直近の統計を用いて、対象地域を見直す。
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⑦ 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
Ⅰ－６ 医療人材及び医療資源の偏在への対応

参考：厚生労働省_第582回中医協総会（2024/1/31）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
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改定前 改定後

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
一～三 （略）
四 北海道帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、
新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、
広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸
別町及び浦幌町の地域

五～十一 （略）
十二 秋田県北秋田市及び上小阿仁村の地域
十三 秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域

十四 秋田県湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域
十五～十八 （略）
（新設）
十九～二十九 （略）
三十 島根県大田市及び邑智郡の地域
三十一～四十 （略）
（中略）

［経過措置］
(新設)

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
一～三 （略）
（削除）

四～十 （略）
（削除）
十一 秋田県大仙市、仙北市、美鄕町、横手市、湯沢市、
羽後町及び東成瀬村の地域

（削除）
十二～十五 （略）
十六 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
十七～二十七 （略）
（削除）
二十八～三十七 （略）
（中略）

［経過措置］
令和６年３月31日において、現に改正前の厚生労働大
臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源の
少ない地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和８
年５月31日までの間、なお効力を有するものとする。

⑦ 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
Ⅰ－６ 医療人材及び医療資源の偏在への対応

参考：厚生労働省_第584回中医協総会（2024/2/14）総-1をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
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書面掲示事項のウェブサイトへの掲載

参考：厚生労働省_令和6年度診療報酬の概要_調剤をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
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令和4年度
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令和6年度診療報酬改定施行時期について
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居宅療養管理指導費等について

改定の内容 （※介護予防についても同様）

 基本報酬が１単位増加

 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用
など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを評価する新たな加算

医療用麻薬持続注射療法加算 1回 250単位

 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法
用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行うことを
評価する新たな加算

在宅中心静脈栄養法加算 1回 150単位

 心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となることから、末
期の悪性腫瘍の者及び中心静脈栄養を受けている者と同様に、週に２回かつ１月に８回
を限度として算定することを可能

 情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

• 初回から情報通信機器を用いた居宅療養管理指導の算定が可能

• 訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居宅療養管理
指導についても算定が可能

• 居宅療養管理指導の上限である月４回まで算定が可能

参考：厚生労働省_第239回社会保障審議会介護給付費分科会（2024/1/22）【参考資料4】をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
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